
 

 

燕市告示第 ６５ 号 

 

 燕市つばめ子育て応援カード事業実施要綱（令和2年燕市告示第356号）の

一部を次のように改正する。  

  令和 ７ 年 ３ 月 １０ 日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

第 1条中「妊婦及び中学生以下の子どもを養育する保護者」を「妊婦、中

学生以下の子ども及びその保護者」に、「 (以下「カード」という。 )」を

「(スマートフォン等で表示するものを含む。以下「カード」という。 )」に

改める。 

第 5 条を次のように改める。  

(カードの交付) 

第 5 条 カードは、市内に住所を有する者であって、次の左欄に掲げる対象

者の区分に応じ、右欄に掲げる枚数を交付する。  

対象者の区分 1 人当たりの枚数  

妊婦(第 7 条第 1 項に規定するカード

の有効期間の初日時点で、母子健康

手帳の交付を受けている者) 

1 枚 

中学生以下の子ども  1 枚 

中学生以下の子どもを養育している

保護者 

1 枚(1 世帯当たり 2 枚まで) 

第 6 条中「前条に規定する妊婦及び保護者と同一の世帯に属する者で当該

カードに氏名が記載されているもの」を「前条のカードの交付を受けた者」

に改める。 

第 7 条を削り、第 8 条を第 7 条とする。 

第 9 条を削る。 

第 10 条の見出しを「(カードの使用制限 )」に改め、同条中「速やかにカ

ードを市に返却しなければならない」を「当該カードを使用してはならない



に改め、同条を第 8 条とし、第 11 条を第 9 条とする。 

第 12 条第 2 項中「回収又は」を削り、同条を第 10 条とする。 

第 13 条を第 11 条とする。 

様式第 1 号から様式第 3 号までを次のように改める。  

 



 



 

 

 

 



様式第4号を削る。 

 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 


